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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成30年4月5日(2018.4.5)

【公開番号】特開2015-207288(P2015-207288A)
【公開日】平成27年11月19日(2015.11.19)
【年通号数】公開・登録公報2015-072
【出願番号】特願2015-84375(P2015-84375)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  13/38     (2006.01)
   Ｇ０６Ｆ  13/362    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   13/38     ３２０Ａ
   Ｇ０６Ｆ   13/362    ５１０Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成30年2月20日(2018.2.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　プロセッサユニット（８）およびデータメモリ（１０）が接続可能なバスシステム（６
）と、データ転送ユニット（２０）との間に配置するためのインタフェースユニット（４
）において、
　前記インタフェースユニット（４）は、アプリケーション（１２）と前記データ転送ユ
ニット（２０）との間で予め合意された識別子（ｃｈｉｄ）に従って、前記データメモリ
（１０）への直接メモリアクセスを実行することを特徴とする、インタフェースユニット
（４）。
【請求項２】
　前記データ転送ユニット（２０）は、ネットワークプロセッサである、請求項１に記載
のインタフェースユニット（４）。
【請求項３】
　前記データメモリ（１０）から前記データ転送ユニット（２０）への、データセグメン
ト（５２；５４）とデータブロック（５６）との一方または双方の送信のために、前記イ
ンタフェースユニット（４）は、入力記述子プール（３４）の記述子（６２；６４）から
、前記データメモリ（１０）内での前記データセグメント（５２；５４）のメモリ領域ア
ドレス、および、前記合意された識別子（ｃｈｉｄ）を確認し、
　前記インタフェースユニット（４）は、前記直接メモリアクセスを利用して前記データ
メモリ（１０）からデータセグメント（５２；５４）を読み出し、
　前記データセグメント（５２；５４）は、対応するヘッダ、すなわち、前記合意された
識別子（ｃｈｉｄ）を含むヘッダと共に、前記データ転送ユニット（２０）に提供される
、請求項１、または２に記載のインタフェースユニット（４）。
【請求項４】
　前記データセグメント（５２；５４）は、データブロック（５６）の一部であり、
　前記入力記述子プール（３４）の前記記述子（６２；６４）は、前記データブロック（
５６）内での前記データセグメント（５２；５４）の位置を決定する情報と、前記データ
セグメント（５２；５４）の送信準備態勢を示す情報とを含む、請求項３に記載のインタ
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フェースユニット（４）。
【請求項５】
　前記データ転送ユニット（２０）から前記データメモリ（１０）への、データセグメン
ト（５２；５４）とデータブロック（５６）との一方または双方の受信のために、前記イ
ンタフェースユニット（４）は、出力記述子プール（９０）の記述子（１０８；１１０）
に、前記合意された識別子（ｃｈｉｄ）と、データブロック（５６）内での前記データセ
グメント（５２；５４）の位置を決定する情報とを書き込む、請求項１、または２に記載
のインタフェースユニット（４）。
【請求項６】
　前記インタフェースユニット（４）は、直接メモリアクセスを利用して前記データメモ
リ（１０）にデータセグメント（５２；５４）を書き込み、
　前記インタフェースユニット（４）は、前記データメモリ（１０）への前記データセグ
メント（５２；５４）の前記書き込みの後で、対応する前記記述子（１０８；１１０）に
、前記データメモリ（１０）への書き込みアクセスが行われたことを示す情報を格納する
、請求項５に記載のインタフェースユニット（４）。
【請求項７】
　前記インタフェースユニット（４）は、前記データメモリ（１０）への前記直接メモリ
アクセスのために、バスマスタとして前記バスシステム（６）にアクセスし、
　前記インタフェースユニット（４）は、入力記述子プール（３４）と出力記述子プール
（９０）との一方または双方への書き込みアクセスおよび読み出しアクセスのために、バ
ススレーブとして前記バスシステム（６）にアクセスする、請求項１～６のいずれか１項
に記載のインタフェースユニット（４）。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のインタフェースユニット（４）と、データ転送ユ
ニット（２０）とを備える通信ユニット（１４）であって、
　前記通信ユニット（１４）では、前記インタフェースユニット（４）の他に、さらなる
別の通信インタフェース（２２）が前記データ転送ユニット（２０）に接続され、
　複数の前記通信インタフェース（２２）は、様々な種類のネットワークと、様々な部分
ネットワークとの一方または双方に割り当てられる、通信ユニット（１４）。
【請求項９】
　前記通信ユニット（１４）は、ゲートウェイユニットまたはパーソナルコンピュータで
ある、請求項８に記載の通信ユニット（１４）。
【請求項１０】
　前記ネットワークは、ＣＡＮ（Controller　Area　Network）、ＦｌｅｘＲａｙ、また
はイーサネット（登録商標）である、請求項８、または９に記載の通信ユニット（１４）
。
【請求項１１】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のインタフェースユニット（４）を駆動する方法で
あって、
　データメモリ（１０）からデータ転送ユニット（２０）へのデータセグメント（５２；
５４）の送信のために、アプリケーション（１２）によって、入力記述子プール（３４）
の記述子（６２）の１つに、前記データメモリ（１０）内での前記データセグメント（５
２；５４）のメモリ領域アドレスと、合意された識別子（ｃｈｉｄ）とが書き込まれる、
方法。
【請求項１２】
　請求項１～７のいずれか１項に記載のインタフェースユニット（４）を駆動する方法で
あって、
　データ転送ユニット（２０）からデータメモリ（１０）へのデータセグメント（５２；
５４）の受信のために、アプリケーション（１２）によって、出力記述子プール（９０）
の記述子（１０８；１１０）から、合意された識別子（ｃｈｉｄ）と、データブロック（
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５６）内での前記データセグメント（５２；５４）の位置を決定する情報とが読み出され
る、方法。
【請求項１３】
　前記アプリケーション（１２）は、プロセッサユニット（８）を介して、前記入力記述
子プール（３４）と出力記述子プール（９０）との一方または双方への読み出しアクセス
と、前記入力記述子プール（３４）と前記出力記述子プール（９０）との一方または双方
への書き込みアクセスとの一方または双方のために、バスマスタとしてバスシステム（６
）にアクセスする、請求項１１、または１２に記載の方法。
【請求項１４】
　コンピュータに、請求項１１～１３のいずれか１項に記載の方法を実行させるためのプ
ログラム。
【請求項１５】
　請求項１１～１３のいずれか１項に記載の方法を実行するためのプログラムが記録され
た、コンピュータ読み取り可能な記録媒体。
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